
避
難
行
動
要
支
援
者

個
別
台
帳
作
成
の
た
め
の
調
査

①
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
人

②
介
護
保
険
の
認
定
区
分
が
要
介

護
度
３
・
４
・
５
の
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を

持
っ
て
い
る
18
歳
以
上
の
人

④
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
18
歳
以
上

の
人

⑤
そ
の
他
、
援
助
を
必
要
と
す
る

人
（
①
か
ら
④
ま
で
に
準
ず
る
人

で
災
害
時
に
は
特
に
支
援
が
必
要

な
人
）

　
市
で
は
、
台
風
や
大
雨
、
地
震

な
ど
の
大
き
な
災
害
が
起
こ
っ
た

時
に
、
家
族
の
援
助
が
受
け
ら
れ

な
い
人
や
自
分
で
避
難
す
る
こ
と

が
難
し
い
人
を
災
害
時
避
難
行
動

要
支
援
者
と
し
て
事
前
に
登
録
し
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
地
域
で
援
助

を
受
け
ら
れ
る
体
制
作
り
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
対
象
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
在
宅
す
る
人
で
す
。

チューリップまつり
　赤、白、黄色など、10種類のチューリップ約
１万株をお楽しみください。

●写生大会　作品を募集します

対象＝市内に居住又は市内の幼稚園・保育園に通園、
小学校に通学する小学生以下のお子さん
開催期間＝チューリップまつり期間中
画題＝吾妻公園の風景
画材＝自由（クレヨン、水彩絵の具など）
画用紙＝四つ切り
応募方法＝画用紙の裏側に①学校（園）名②学年、
組③氏名（ふりがな）④年齢（未就学児は住所と電
話番号）を記入し、4月17日（日）午後5時までに
吾妻公園管理事務所へ提出してください。
　応募は１人１点までです。入賞者には賞状と賞品、
応募者には参加賞を進呈します。また、５月７日
（土）から22日（日）までの間、全応募作品を温
室隣の吾妻公園イベント室と休憩室に展示します。

●花の苗をプレゼントします

　花の苗（１人１鉢）を先着順で100人に配布します。
期日＝４月９日（土）
時間＝午前10時から（少雨開催）
場所＝吾妻公園温室前

●茶会を行います

　緑友会（表千家）の皆さんが点
た

てたお茶を振る舞
います。
期日＝4月10日（日）
時間＝午前10時～午後3時（雨天開催）
場所＝悠

ゆうりょくあん

緑菴・閑
か ん が て い

雅亭
参加料＝一席500円（中学生以下無料）
　問い合わせは、吾妻公園管理事務所（☎22-
8636）へ。

４月２日（土）～ 17日（日）

　
平
成
27
年
3
月
1
日
か
ら
今
年

2
月
29
日
ま
で
に
新
た
に
①
か
ら

④
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

人
に
つ
い
て
は
、
登
録
希
望
確
認

の
封
書
を
３
月
下
旬
に
郵
送
し
ま

す
。
登
録
を
希
望
し
な
い
人
は
同

封
の
は
が
き
を
返
信
し
て
く
だ
さ

い
。
登
録
を
希
望
し
な
い
人
以
外

に
は
、
５
月
以
降
に
各
地
区
の
民

生
委
員
が
訪
問
調
査
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
⑤
に
該
当
す
る
人
で
登

録
を
希
望
す
る
人
は
、
市
役
所
１

階
の
福
祉
課
及
び
新
里
・
黒
保
根

支
所
市
民
生
活
課
で
受
け
付
け
ま

す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
課
社
会

福
祉
係
（
☎
内
線
２
７
１
）
へ
。

　
桐
生
・
伊
勢
崎
・
太
田
・
館
林

の
消
防
本
部
音
楽
隊
に
よ
る
合
同

演
奏
会
を
開
催
し
ま
す
。
ア
ニ
メ

ソ
ン
グ
か
ら
懐
か
し
の
メ
ロ
デ
ィ

ま
で
、
御
家
族
で
楽
し
め
る
内
容

で
す
。
隊
員
総
勢
１
２
０
人
に
よ

る
迫
力
の
あ
る
音
楽
を
お
届
け
し

ま
す
。

期
日
＝
３
月
19
日
（
土
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
開
演
（
午

後
１
時
開
場
）

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
シ
ル
ク
ホ

ー
ル

※
入
場
整
理
券
な
ど
は
発
行
し
ま

せ
ん
の
で
、
直
接
、
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
消
防
本
部
総

務
課
（
☎
47
１
７
０
１
）
へ
。

桐
生
・
伊
勢
崎
・
太
田
・
館
林

４
消
防
本
部
音
楽
隊
合
同
演
奏
会

吾妻公園
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平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
今
年

３
月
31
日
ま
で
、
市
内
の
移
動
手

段
の
確
保
に
向
け
た
新
た
な
施
策

の
検
討
と
し
て
、
広
沢
町
岡
の
上

と
宮
本
町
の
２
地
区
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
実
証
実
験
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
４
月
１
日
よ
り
、
次
の

よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

▼
広
沢
町
岡
の
上
地
区

　
廃
止
さ
れ
た
お
り
ひ
め
バ
ス
の

代
替
交
通
と
し
て
、
タ
ク
シ
ー
車

両
を
活
用
し
た
「
予
約
制
乗
合
タ

ク
シ
ー
」
の
実
証
実
験
は
、
「
予

約
制
お
り
ひ
め
岡
の
上
線
」
と
し

て
、
本
格
運
行
へ
移
行
し
ま
す
。

　
ま
た
、
岡
の
上
団
地
内
に
停
留

所
を
１
か
所
増
設
し
ま
す
。

▼
宮
本
町
地
区

　
お
り
ひ
め
バ
ス
が
運
行
し
て
い

な
い
地
域
に
お
け
る
需
要
量
調
査

と
し
て
、
「
低
速
電
動
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
Ｍマ

ユ

Ａ
Ｙ
Ｕ
」
を
活
用
し

た
実
証
実
験
は
、
「
予
約
制
お
り

ひ
め
宮
本
線
」
と
し
て
、
予
約
制

乗
合
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
有
償
運
行

の
実
証
実
験
に
移
行
し
ま
す
。

　
運
行
経
路
は
桐
生
駅
北
口
か
ら

宮
本
町
の
八
坂
神
社
周
辺
ま
で
と

な
り
、
停
留
所
を
10
か
所
設
置
す

る
予
定
で
す
。

「
予
約
制
お
り
ひ
め
」
に

つ
い
て

　
「
予
約
制
お
り
ひ
め
」
は
、
タ

ク
シ
ー
車
両
を
活
用
し
た
、
お
り

ひ
め
バ
ス
を
補
完
す
る
移
動
手
段

に
な
り
ま
す
。
路
線
バ
ス
の
よ
う

に
、
運
行
経
路
上
に
停
留
所
が
定

め
ら
れ
、
他
の
利
用
者
と
の
乗
り

合
い
に
な
り
ま
す
。

　
「
岡
の
上
線
」
「
宮
本
線
」
の

各
路
線
と
も
、
１
日
当
た
り
上
下

線
で
各
５
便
の
ダ
イ
ヤ
が
設
定
さ

れ
ま
す
が
、
利
用
に
は
30
分
前
ま

で
に
電
話
予
約
が
必
要
で
、
予
約

の
あ
っ
た
便
の
み
運
行
し
ま
す
。

運
賃
は
お
り
ひ
め
バ
ス
と
同
一
で

す
。

　
時
刻
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
ち

ら
し
を
該
当
地
区
の
世
帯
へ
配
布

す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
す
。　

　

問
い
合
わ
せ
は
、広
域
調
整
室

広
域
調
整
係（
☎
内
線
３
８
７
）へ
。

お
り
ひ
め
バ
ス
を

補
完
す
る
取
り
組
み

新しい景観条例が施行されます

　４月１日から、新しい景観条例・景
観計画が施行されます。
　施行日以降に着手する建築等行為に
ついては、景観計画に定める基準を守
っていただくこととなります。また、
一定の規模を超えるものについては、
市への届け出が必要で市の審査により
景観計画への適合について通知がされ
るまでは、景観法の規定により当該行
為に着手することができなくなります。
　問い合わせは、都市計画課計画係
（☎内線744）へ。

一定の規模を超える
建築物では届け出が
必要になります

届け出対象行為にかかる主な届け出手続きの流れ

事前相談
（行為着手予定日の60日前までに）

行為の届け出
※届け出後 30日間は着手不可
※ただし適合通知のあった日以降は可

市が景観計画への適合を審査

適　合 不適合

市が適合通知書を発行 市が助言・指導・勧告

建築確認その他関係法令の手続きなどを実施

行為に着手

▼

▼

▼ ▼

▼ ▼

▼

▼

助言などに従う場合

▼

「
予
約
制
お
り
ひ
め
」
を
運
行
し
ま
す

広報きりゅう平成28年3月号 10



土
地･

家
屋
価
格
等
帳
簿
の
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

縦
覧
・
閲
覧
の
期
間
＝
４
月
１
日

（
金
）
～
５
月
31
日
（
火
）
※
土
、

日
、
祝
日
を
除
く
。

場
所
＝
市
役
所
１
階
の
税
務
課
、

新
里
・
黒
保
根
支
所

必
要
な
も
の
＝
本
人
確
認
書
類
、

委
任
を
受
け
た
人
は
委
任
状
。
借

地
・
借
家
人
な
ど
は
賃
貸
借
契
約

書
な
ど
の
書
類
が
必
要
で
す
。

▼
土
地
・
家
屋
価
格
等
帳
簿
の

　

縦
覧
が
で
き
る
人

　
土
地
・
家
屋
価
格
等
帳
簿
の
縦

覧
は
、
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、

本
人
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を

他
と
比
較
し
、
評
価
額
が
適
正
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。

　
固
定
資
産
税
納
税
者
と
納
税
者

の
委
任
を
受
け
た
人
は
、
土
地
・

家
屋
価
格
等
帳
簿
を
無
料
で
縦
覧

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
額
合
計
が
、
土
地

で
30
万
円
未
満
、
家
屋
で
20
万
円

未
満
の
人
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

▼
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
が

　

で
き
る
人

　
所
有
者
と
所
有
者
の
委
任
を
受

け
た
人
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
を

無
料
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
借
地
・

借
家
人
な
ど
は
、
使
用
す
る
土
地

や
家
屋
の
み
、
１
件
３
５
０
円
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
を

閲
覧
で
き
る
人
は
、
台
帳
の
記
載

事
項
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

路
線
価
図
な
ど
の
公
開

　
土
地
の
評
価
額
算
定
の
基
礎
に

な
る
路
線
価
図
と
路
線
価
一
覧
表

は
、
４
月
１
日
（
金
）
か
ら
公
開

し
ま
す
。
路
線
価
図
に
は
標
準
宅

地
の
位
置
と
路
線
番
号
を
、
路
線

価
一
覧
表
に
は
路
線
価
と
下
落
率

を
記
載
し
て
い
ま
す
。

課
税
明
細
書
の
郵
送

　
固
定
資
産
税
の
課
税
内
容
を
確

認
で
き
る
よ
う
、
納
税
通
知
書
に

「
課
税
明
細
書
」
を
同
封
し
て
５

月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

不
服
の
申
し
出

　
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ

れ
た
評
価
額
に
不
服
が
あ
る
場
合

は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

に
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
申
し
出
の
期
間
は
、
４
月

１
日
（
金
）
以
降
、
納
税
通
知
書

を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
３

か
月
以
内
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
土
地

係
（
☎
内
線
２
３
０
・
２
３
１
）

又
は
税
務
課
家
屋
係
（
☎
内
線

２
３
２
・
２
３
３
）
へ
。

申告はお済みですか

係（
☎
内
線
２
２
６
～
２
２
８
）へ
。

　

な
お
、申
告
が
お
済
み
で
な

い
人
が
い
る
世
帯
は
、国
民
健

康
保
険
税
の
計
算
で
、所
得
が

一
定
額
以
下
の
世
帯
へ
の
軽
減

措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。詳
し
い
こ
と
は
、医

療
保
険
課
保
険
税
係（
☎
内
線

２
７
４・２
７
５
）へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税

　
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

贈
与
税
の
申
告
及
び
納
税
は
３
月

15
日
（
火
）
ま
で
、
個
人
消
費
税

の
申
告
及
び
納
税
は
３
月
31
日

（
木
）
ま
で
で
す
。

　
ま
だ
お
済
み
で
な
い
人
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
御
利
用

い
た
だ
く
と
自
宅
な
ど
で
確
定
申

告
書
が
作
成
で
き
ま
す
の
で
、
便

利
で
す
。

　
確
定
申
告
が
申
告
期
限
に
遅
れ

る
と
、
申
告
に
よ
り
納
付
す
べ
き

税
額
の
ほ
か
に
、
無
申
告
加
算
税

や
延
滞
税
が
課
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
御
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.
nta.go.jp

）
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、桐
生
税
務
署

（
自
動
音
声
案
内
☎
22
３
１
２
１
）

へ
。

　

市
・
県
民
税
の
申
告
及
び
所

得
税
の
申
告
期
限
は
３
月
15
日

（
火
）
で
す
。

　
ま
だ
、
申
告
が
お
済
み
で
な
い

人
は
、
期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告

　
市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
市
役

所
６
階
会
議
室
な
ど
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
日
程
や
会
場
に
つ
い

て
、
詳
し
い
こ
と
は
、
広
報
き
り

ゅ
う
１
月
号
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、税
務
課
市
民
税

申告期限は３月15日（火）まで

　桐生市工場アパートは、中小企業の作
業環境の改善や経営基盤の強化などを目
的とした賃貸型の工場用施設です。
場所＝相生町四丁目332‐1
募集区画数＝１区画（30坪）
※複数の申し込みがあった場合は抽せん
となります。
費用＝月額77,140円
申し込み＝３月25日（金）までに、直
接産業政策課へ。
　詳しいことは、市ホームページを御覧
いただくか、産業政策課工業労政係（☎
内線564）へお問い合わせください。

桐生市工場アパート
入居者募集
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受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）の
納
入
に

御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

下
水
道
が
新
た
に
使
え
る
区
域
の

図
面
を
御
覧
に
な
れ
ま
す

　
下
水
道
の
整
備
は
、
多
額
の
資

金
が
必
要
と
な
る
た
め
、
国
や
県

か
ら
の
補
助
金
や
市
の
借
入
金
の

ほ
か
、
受
益
者
負
担
金
で
費
用
を

賄
っ
て
い
ま
す
。

　

受
益
者
負
担
金
と
は
、下
水
道

が
整
備
さ
れ
た
区
域
内
の
土
地
を

所
有
す
る
皆
さ
ん
か
ら
事
業
費
の

一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。そ
の
土
地
に
対
す
る
受
益
者

負
担
金
の
賦
課
は
一
度
限
り
で
す
。

　
な
お
、
受
益
者
負
担
金
は
、
対

象
区
域
全
て
の
土
地
が
対
象
に
な

り
ま
す
が
、
固
定
資
産
税
上
の
地

目
に
よ
り
猶
予
期
間
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
新
里
町
区
域
に
つ
い
て

は
、
受
益
者
分
担
金
を
負
担
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

対
象
区
域

　
新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う

に
な
る
区
域
と
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
金
を
納
入
し
て
い
た
だ
く

区
域
の
図
面
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
対
象
と
な
る
区
域
は
、
下
の
表

の
と
お
り
で
す
。

　
期
間
は
、
４
月
１
日
（
金
）
か

ら
15
日
（
金
）
ま
で
の
間
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）
で
、
場
所
は
、

市
役
所
２
階
の
下
水
道
課
で
す
。

対
象
者
に
申
告
用
紙
を

送
付
し
ま
す

　
受
益
者
負
担
金
の
対
象
と
な
る

人
に
は
４
月
中
に
受
益
者
申
告
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
。

　
申
告
用
紙
が
送
ら
れ
た
人
は
、

土
地
の
地
番
、
地
目
、
地
積
な
ど

の
内
容
を
確
認
し
、
署
名
、
押
印

の
上
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
折
り
返
し
決
定
通
知
書
と
納
入

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

納
入
は
、
１
年
を
２
回
に
分

け
、
受
益
者
負
担
金
は
10
回
（
５

年
間
）
、
受
益
者
分
担
金
（
新
里

町
）
は
６
回
（
３
年
間
）
で
納
入

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
原
則
で
す

が
、
一
括
納
付
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
初
年
度
第
１
期
（
６

月
）
の
納
期
限
ま
で
に
一
括
納
付

さ
れ
る
場
合
に
は
、
割
引
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
御
利
用
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
下
水
道
課
業

務
係
（
☎
内
線
６
７
８
）
へ
。

 公共下水道事業の計画変更案を縦覧します。
期間＝３月４日（金）～18日（金）
時間＝午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日を
除く）
変更内容＝東毛流域下水道（桐生処理区）関連桐生市
公共下水道事業の区域の拡大及び完成の予定年月日の
変更など
縦覧場所＝下水道課（市役所２階）
意見書の提出＝この計画案に対して意見のある人は、
縦覧期間中に意見書を提出することができます。
　問い合わせは、下水道課工務係（☎内線751）へ。

公共下水道事業

３月４日（金）～ 18 日（金）

桐
生
市
（
下
水
道
課
）

受
益
者

４月中に ｢受益者申告用紙｣ を郵送

５月中旬までに内容を確認し、署名、
押印して郵送

５月下旬 ｢決定通知書｣ ｢納入通知
書｣ を郵送

受益者負担金（分担金）の納入（一括
又は分割）

下水道が使えるようになる区域

・広沢町一・二・四・五丁目
・梅田町四丁目
・相生町二・三・四・五丁目
・川内町一・二・三・四丁目
・菱町一丁目　
・新里町新川（新宮）
（注）上記区域の一部です。

受益者負担金（分担金）を新たに
納入していただく区域

・桜木町　
・広沢町一・二丁目
・相生町二・三・五丁目　
・川内町一・二・三・四丁目
・新里町新川（新宮）
（注）上記区域の一部です。
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昨
年
度
実
施
し
ま
し
た
地
区
別

懇
談
会
に
引
き
続
き
、
今
年
度
は
、

テ
ー
マ
を
絞
っ
た
懇
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

　
懇
談
会
の
テ
ー
マ
は
、
「
子
育

て
支
援
・
女
性
活
躍
」
で
、
市
長

の
施
策
説
明
、
質
疑
応
答
、
市
長

と
の
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。
日

頃
感
じ
て
い
る
こ
と
や
要
望
な
ど

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

期
日
＝
３
月
14
日
（
月
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝c

コ

コ

ト

モ

ocotom
o

（
本
町
五
丁

目
、
東
武
本
町
ビ
ル
１
階
）

対
象
＝
子
育
て
中
の
女
性

募
集
人
数
＝
20
人

申
し
込
み
＝
直
接
又
は
電
話
で
市

役
所
３
階
の
企
画
課
へ
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
課
企
画

係
（
☎
内
線
５
２
５
）
へ
。

市
政
懇
談
会

子
育
て
中
の
マ
マ
の

意
見
を
伺
い
ま
す

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

支
援
員
な
ど
を
募
集
し
ま
す

　
市
内
の
全
小
学
校
に
お
い
て
、

保
護
者
が
仕
事
な
ど
で
昼
間
、
家

庭
に
い
な
い
小
学
生
を
対
象
に
遊

び
や
生
活
の
場
を
提
供
す
る
「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
」
の
支
援
員
な

ど
（
65
歳
未
満
の
人
）
を
募
集
し

ま
す
。

　
な
お
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、

市
が
地
元
の
運
営
委
員
会
（
自
治

会
関
係
者
、
小
学
校
長
、
保
護
者

で
構
成
）
な
ど
と
委
託
契
約
を
締

結
し
、
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、

支
援
員
な
ど
の
雇
用
契
約
は
、
各

ク
ラ
ブ
と
の
契
約
と
な
り
ま
す
。

勤
務
日　
　
　

　
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
の
間

で
希
望
す
る
日
※
週
１
・
２
回
程

度
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

勤
務
時
間

▼
月
～
金
曜
日
＝
午
後
２
時
か
ら
午

後
７
時
ま
で
の
希
望
す
る
時
間
帯

▼
土
曜
日
・
長
期
休
暇
な
ど
＝
午

前
７
時
30
分
か
ら
午
後
７
時
ま
で

の
希
望
す
る
時
間
帯

勤
務
内
容　
　

　
児
童
の
保
育
及
び
安
全
確
保
、

学
習
活
動
の
環
境
づ
く
り
、
生
活

習
慣
を
身
に
付
け
る
手
助
け
な
ど

報
酬
な
ど
（
４
月
か
ら
）

▼
支
援
員
＝
時
給
９
５
０
円

▼
補
助
員
（
高
校
生
・
大
学
生
な

ど
）
＝
時
給
８
５
０
円　

　
午
前
７
時
30
分
か
ら
８
時
30
分

ま
で
及
び
午
後
６
時
か
ら
７
時
ま

で
は
、
時
給
に
１
０
０
円
を
加
算

し
ま
す
。

　
３
月
末
ま
で
の
時
給
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
の
加
入　
　
　
　

　
就
労
日
数
に
関
係
な
く
、
労
災

保
険
に
加
入
し
ま
す
。
ま
た
、
就

労
時
間
に
よ
っ
て
は
、
雇
用
保
険

や
社
会
保
険
に
も
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
子
育
て
支

援
課
子
育
て
支
援
係
（
☎
内
線

３
０
８
）
へ
。

引っ越すときは
水道の手続きを忘れずに
　使用開始・中止などの手続きをしてください。
次のとおり休日にも受け付けます。
＜休日受付＞
期日＝３月 26 日（ 土 ）・27 日（ 日 ）、４月２日

（土）・３日（日）
時間＝午前９時～午後４時
場所＝水道局総務課（市役所２階）
　問い合わせは、水道局総務課庶務係（☎内線
325～327）へ。

　
市
民
課
窓
口
は
、
住
所
の
異
動

が
集
中
す
る
３
月
下
旬
か
ら
４
月

上
旬
に
か
け
て
窓
口
が
大
変
込
み

合
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
混
雑
の

緩
和
を
図
る
た
め
、
市
民
課
日
曜

窓
口
を
臨
時
に
開
設
し
ま
す
。

　
取
り
扱
う
業
務
は
、
戸
籍
・
住

民
基
本
台
帳
・
印
鑑
に
係
る
各
種

届
け
出
受
理
及
び
諸
証
明
発
行
業

務
、
市
役
所
に
戻
さ
れ
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
の
交
付
で
す
。

期
日
＝
３
月
27
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
４
時（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
は
午

後
３
時
30
分
ま
で
）

場
所
＝
市
役
所
１
階
の
市
民
課

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

は
、
市
役
所
２
階
の
臨
時
窓
口
）

※
支
所
や
公
民
館
に
は
開
設
し
ま

せ
ん
。

　
な
お
、
３
月
、
４
月
は
窓
口
が

大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
時
間

に
余
裕
を
も
っ
て
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、市
民
課
住
民

係（
☎
内
線
２
４
５・２
４
６
）へ
。

市
民
課

日
曜
窓
口
を
臨
時
に
開
設
し
ま
す

桐生市総合教育会議を
開催します
　教育大綱の策定などについて協議します。
期日＝３月14日（月）
時間＝午後３時30分から
場所＝特別会議室（市役所３階）
※傍聴を希望する人は、会議開始の５分前まで
に直接会場へお越しいただき、受け付けを行っ
てください。
　問い合わせは、企画課企画係（☎内線524）へ。
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ー
ド
）
、
本
人
確
認
書
類

会
社
の
健
康
保
険
を

離
脱
し
た
と
き

会
社
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と

　
き
や
扶
養
家
族
か
ら
は
ず
れ
た
と

き
は
、
国
保
加
入
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
社
会
保

険
離
脱
証
明
書
︵
資
格
喪
失
証
明

書
︶
、
印
、
通
知
カ
ー
ド
又
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）
、
本
人
確
認
書
類

※
学
生
は
、
学
生
証
又
は
在
学
証

明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

国
保
係
（
☎
内
線
２
５
５
）
へ
。

会社の健康保険に
加入・離脱したときは
国民健康保険の手続きを

　

市
役
所
１
階
の
市
民
課
、両
支

所
市
民
生
活
課
と
境
野
・
広
沢
・

梅
田
・
相
生
・
川
内
・
菱
の
６
公
民

館（
公
民
館
は
70
歳
未
満
の
人
の

み
）で
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
加
入・

脱
退
手
続
き
は
、会
社
が
行
い
ま

せ
ん
の
で
、御
注
意
く
だ
さ
い
。

会
社
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
と
き

　
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

と
き
や
扶
養
家
族
に
認
定
さ
れ
た

と
き
は
、
国
保
離
脱
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
会
社
の

被
保
険
者
証
、
国
保
の
被
保
険
者

証
、
印
、
通
知
カ
ー
ド
又
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ

平成 28年度

国民年金保険料が変更に
　平成28年度分（４月から平成29年３月分まで）の国
民年金保険料は、月額16,260円（年額195,120円）です。
　平成28年度分の国民年金保険料納付書は、４月上旬
に日本年金機構から国民年金保険料納付案内書と一緒に
郵送されます。納期限までに保険料をお支払いください。
　国民年金には、下表のとおり、一括して保険料を納め
ると割り引きになる前納制度があります。現金での一
括納付を希望する場合は、国民年金保険料納付案内書に
付いている前納納付書を使用して、５月２日（月）まで
にお支払いください。なお、保険料を前納した期間中に、
就職して厚生年金に加入するなどの理由により国民年金
保険料を納める必要がなくなった場合には、それ以降の
期間の保険料は還付されます。
　問い合わせは、桐生年金事務所（☎44-2311）又は
市民課年金係（☎内線273）へ。

区分 口座振替 現金納付

６か月前納（4月～9月分、
10月～平成 29年 3月分）

前納額 96,450 円 96,770 円
割引額 1,110 円 790 円

１年前納（４月～平成 29
年３月分）

前納額 191,030 円 191,660 円
割引額 4,090 円 3,460 円

２年前納（４月～平成 30
年３月分）

前納額 377,310 円
－

割引額 15,690 円

平成 28年度国民年金保険料納付額（前納の場合）

介護保険料
納付はお済みですか
　介護保険料は原則年金からの天引き（特別徴収）で納付し
ていただいていますが、納付書（普通徴収）で納付いただい
ている人は、納期限内の納付に御協力ください。
　保険料は、納期限から２年以上経過すると時効により納め
ることができなくなります。ただし、分納のお約束をされて
いる人は、この限りではありません。
　また、時効により納めることができなくなった保険料があ
ると、その期間に応じて、一定期間、利用者負担割合が引き
上げられます。
　保険料の納付が困難な事情がある場合には、長寿支援課へ
御相談ください。
　問い合わせは、長寿支援課介護管理給付係（☎内線390～
393）へ。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

納
付
は
お
済
み
で
す
か

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
お

け
る
納
付
の
方
法
は
、
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
、
口
座
振
替
、
納
付

書
に
よ
る
納
付
の
３
種
類
が
あ
り

ま
す
。

　
新
た
に
75
歳
に
到
達
し
た
人
は
、

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ

れ
る
ま
で
の
間
（
最
長
１
年
程

度
）
、
納
付
書
な
ど
で
の
納
付
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
徴
収
の
人
で
も
、

保
険
料
の
一
部
を
納
付
書
に
よ
り

納
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
人
に
は
納
付
書
が
郵
送
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
保
険
料
の
納

め
忘
れ
が
な
い
か
、
も
う
一
度
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

保
険
税
係
（
☎
内
線
２
７
４
・
２

７
５
）
へ
。
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